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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被洗浄消毒物を自動的に洗浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置であって、
　装置本体に設けられた前記被洗浄消毒物が収容される洗浄消毒槽と、
　前記装置本体に対し開閉自在なことにより、前記洗浄消毒槽の前記被洗浄消毒物の収容
口を開閉自在な蓋体と、
　を具備し、
　前記蓋体は、前記洗浄消毒槽に対向する下側の板状部材に対して、該下側の板状部材か
ら前記洗浄消毒槽とは反対側に離間するとともに露出面が平坦な面に形成された上側の板
状部材が、前記下側の板状部材とともに内部に空間を有するよう固定されることによって
形成されており、
　前記下側の板状部材に、前記洗浄消毒槽から前記空間に液体を通過させずにガスを通過
させる気体通過部材が設けられているとともに、前記上側の板状部材に貫通孔が形成され
ており、
　前記空間は、前記被洗浄消毒物の洗浄消毒に用いる部材または液体の収容部を構成して
おり、
　前記被洗浄消毒物の洗浄消毒に用いる部材は、前記洗浄消毒槽から前記気体通過部材を
介して前記空間に進入した前記ガスの臭気を取り除いて前記ガスを前記貫通孔を介して前
記装置本体外に排出するガスフィルタであることを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
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　前記被洗浄消毒物の洗浄消毒に用いる部材は、前記上側の板状部材に設けられた蓋を介
して前記収容部に対し出し入れ自在であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄
消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被洗浄消毒物を自動的に洗浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野にお
いて用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔内の臓器
を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に挿入した処置
具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０００３】
　医療分野の内視鏡は、特に検査及び治療を目的として体腔内に挿入されて使用されるも
のであるため、使用後、再度使用するためには洗浄消毒が必要となる。この使用済みの内
視鏡を洗浄消毒する方法としては、例えば、内視鏡洗浄消毒装置（以下、単に洗浄消毒装
置と称す）を用いて行う方法が周知である。
【０００４】
　洗浄消毒装置を用いれば、内視鏡は、洗浄消毒装置の洗浄消毒槽内にセットされるのみ
で、内視鏡に対して、自動的に、洗浄、消毒、濯ぎ及び水切り等（以下、洗浄消毒工程と
称す）を行うことができる。この際、内視鏡は、該内視鏡の外表面のみならず、内視鏡が
内部に有する既知の送気送水管路、処置具挿通管路等の内視鏡管路内も洗浄消毒される。
尚、洗浄消毒装置は、内視鏡のみならず、処置具や他の医療器具等も洗浄消毒することが
できる。以下、洗浄消毒装置を用いて洗浄消毒するものを、被洗浄消毒物と称す。
【０００５】
　ところで、使用済みの被洗浄消毒物を、洗浄消毒装置を用いて洗浄消毒する際、ユーザ
は、装置本体に対して開閉自在な蓋体であるトップカバーを開成することにより、洗浄消
毒槽に被洗浄消毒物をセットし、その後、トップカバーを閉成した後、操作パネルから洗
浄消毒工程の開始の指示を入力する。このことにより、洗浄消毒工程は開始される。
【０００６】
　また、洗浄消毒工程終了後は、ユーザは、トップカバーを開成することにより、洗浄消
毒槽から洗浄消毒済みの被洗浄消毒物を取り出し、被洗浄消毒物の外表面を拭き取った後
、洗浄消毒済みの被洗浄消毒物を、所定に保管する。
【０００７】
　ここで、トップカバーは、軽量化するとともに、装置本体に対して閉成後も、洗浄消毒
槽内の様子が観察できるように、１枚の透明な樹脂等から平板状に形成されているのが一
般的である。
【０００８】
　しかしながら、トップカバーが１枚の樹脂から平板状に形成されていると、耐衝撃性が
低く、トップカバーが外的要因により割れやすいといった問題があった。
【０００９】
　このような問題に鑑み、特許文献１には、トップカバーの外周縁部に、例えば金属から
構成された枠を設けることにより、トップカバーの強度を向上させた洗浄消毒装置が開示
されている。
【００１０】
　また、特許文献１に開示された洗浄消毒装置においては、トップカバーの上面に、例え
ば消毒工程中に消毒液から蒸気化した洗浄消毒槽中のガスの臭気を取り除いて洗浄消毒装
置外に排出するガスフィルタがトップカバーとは別体に設けられた構成も開示されている
。このことにより、ユーザは、消毒液から蒸気化したガスの臭気を気にすることなく、洗
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浄消毒工程を行うことができる。
【特許文献１】特開２００６－２９６８５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところが、特許文献１に開示されたように、トップカバーの外周縁部に金属枠を設ける
と、トップカバーが重くなってしまうため、装置本体に対してトップカバーを開閉自在と
する蝶番やバネ等に、強度が従来よりも強いものを用いなくてはならず、洗浄消毒装置製
造上のコストが増加してしまうといった問題があった。
【００１２】
　また、このような問題に鑑み、トップカバーの外周縁部に金属以外の軽量な枠体を設け
る構成も考えられるが、枠体によりトップカバーの上面に凹凸が形成されてしまうことか
ら、使用後のトップカバーの上面に対して清掃し難いといった問題があった。
【００１３】
　さらに、特許文献１に開示された構成においては、ガスフィルタがトップカバーの上面
に別体に設けられているため、より、トップカバーの上面に凹凸が形成されてしまい、ト
ップカバーの上面が清掃し難いといった問題があった。
【００１４】
　このような問題に鑑み、枠体を用いずにトップカバーを内部に空間を有するよう２枚の
平板状の樹脂から形成することにより、トップカバーを重くすることなくトップカバーの
強度向上を図るとともに、ガスフィルタをトップカバーの上面以外の位置に設けることに
より、トップカバー上面を平坦化する構成も周知ではある。しかしながら、この場合、ト
ップカバー内の空間が無駄なスペースとなってしまうことから、該空間を有効利用できる
構成が望まれていた。
【００１５】
　本発明の目的は、上記事情に鑑みてなされたものであり、トップカバーの内部に形成さ
れた空間を有効利用できる構成を具備する内視鏡洗浄消毒装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡洗浄消毒装置は、被洗浄消毒物を
自動的に洗浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置であって、装置本体に設けられた前記被洗浄消
毒物が収容される洗浄消毒槽と、前記装置本体に対し開閉自在なことにより、前記洗浄消
毒槽の前記被洗浄消毒物の収容口を開閉自在な蓋体と、を具備し、前記蓋体は、前記洗浄
消毒槽に対向する下側の板状部材に対して、該下側の板状部材から前記洗浄消毒槽とは反
対側に離間するとともに露出面が平坦な面に形成された上側の板状部材が、前記下側の板
状部材とともに内部に空間を有するよう固定されることによって形成されており、前記下
側の板状部材に、前記洗浄消毒槽から前記空間に液体を通過させずにガスを通過させる気
体通過部材が設けられているとともに、前記上側の板状部材に貫通孔が形成されており、
前記空間は、前記被洗浄消毒物の洗浄消毒に用いる部材または液体の収容部を構成してお
り、前記被洗浄消毒物の洗浄消毒に用いる部材は、前記洗浄消毒槽から前記気体通過部材
を介して前記空間に進入した前記ガスの臭気を取り除いて前記ガスを前記貫通孔を介して
前記装置本体外に排出するガスフィルタである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、トップカバーの内部に形成された空間を有効利用できる構成を具備す
る内視鏡洗浄消毒装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、以下に示す実施の形態にお
いて、被洗浄消毒物は、内視鏡を例に挙げて説明する。
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【００１９】
（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態を示す洗浄消毒装置の斜視図、図２は、図１のトップカバーが開
放され、洗浄消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す洗浄消毒装置の斜視図である。
【００２０】
　同図に示すように、洗浄消毒装置１は、使用済みの内視鏡１００を洗浄消毒する装置で
あり、装置本体２と、その上部に、例えば図示しない蝶番及びバネを介して開閉自在な蓋
体であるトップカバー３とにより主要部が構成されている。尚、トップカバー３は、装置
本体２が具備する洗浄消毒槽４の被洗浄消毒物の収容口４ｓを開閉自在である。
【００２１】
　図１に示すように、トップカバー３が、装置本体２に閉じられている状態では、装置本
体２とトップカバー３とは、装置本体２及びトップカバー３の互いに対向する位置に配設
された、例えばラッチ８により固定される構成となっている。
【００２２】
　尚、図１に示すように、トップカバー３を装置本体２に対し閉成した際、トップカバー
３と装置本体２とは、トップカバー３の底面３ｔにおいて、平面視した状態で周状に設け
られたシール部材６０により、水密が保持されるようになっている。尚、トップカバー３
の詳しい構成は、後述する。
【００２３】
　装置本体２の操作者が近接する図中前面（以下、前面と称す）であって、例えば左半部
の上部に、洗剤／アルコールトレー１１が、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設され
ている。
【００２４】
　洗剤／アルコールトレー１１には、内視鏡１００を洗浄する際に用いられる液体である
洗浄剤が貯留された洗剤タンク１１ａと、洗浄消毒後の内視鏡１００を乾燥する際に用い
られる液体であるアルコールが貯留されたアルコールタンク１１ｂとが収納されており、
洗剤／アルコールトレー１１が引き出し自在なことにより、各タンク１１ａ、１１ｂに、
所定に液体が補充できるようになっている。
【００２５】
　尚、洗剤／アルコールトレー１１には、２つの窓部１１ｍが設けられており、該窓部１
１ｍにより、各タンク１１ａ、１１ｂに注入されている洗浄剤及びアルコールの残量が操
作者によって確認できるようになっている。この洗浄剤は、図示しない給水フィルタによ
り濾過処理がされた水道水により所定の濃度に希釈される濃縮洗剤である。本実施の形態
では、以下の説明において、前記洗浄剤と前記水道水との混合液を洗浄液と称す。
【００２６】
　また、装置本体２の前面であって、例えば右半部の上部に、カセットトレー１２が、装
置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。カセットトレー１２には、内視鏡１０
０を消毒する際に用いる、例えば過酢酸等の消毒液が注入された薬液ボトル１２ａが収納
されており、カセットトレー１２が、引き出し自在なことにより、薬液ボトル１２ａを所
定にセットできるようになっている。
【００２７】
　さらに、装置本体２の前面であって、カセットトレー１２の上部に、洗浄消毒時間の表
示や、図示しない消毒液タンク内の消毒液を、図示しないヒータによって加温するための
指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配設されている。
【００２８】
　また、装置本体２の図中前面の下部に、装置本体２の上部に閉じられているトップカバ
ー３を、操作者の踏み込み操作により、図２に示すように、装置本体２の上方に開くため
のペダルスイッチ１４が配設されている。
【００２９】
　また、図２に示すように、装置本体２の上面の、例えば操作者が近接する前面側の一端
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寄りに、装置本体２の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及び洗浄、消毒モード選択スイ
ッチ等の設定スイッチ類が配設されたメイン操作パネル２５が設けられている。
【００３０】
　また、装置本体２の上面であって、操作者が近接する前面に対向する背面側に、装置本
体２に水道水を供給するための、水道蛇口に接続された給水ホース（いずれも図示されず
）が接続される給水ホース接続口３１が配設されている。尚、給水ホース接続口３１に、
水道水を濾過するメッシュフィルタが配設されていてもよい。
【００３１】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部に、内視鏡収容口４ｓをトップカバー３によって
開閉される、内視鏡１００が収納自在な洗浄消毒槽４が設けられている。洗浄消毒槽４は
、槽本体５０と該槽本体５０の内視鏡収納口の外周縁に連続して周設されたテラス部５１
とにより構成されている。
【００３２】
　槽本体５０は、使用後の内視鏡１００が洗浄消毒される際、該内視鏡１００が収納自在
であり、槽本体５０の槽内の面である底面５０ｔには、槽本体５０に供給された洗浄液、
水、アルコール、消毒液等を槽本体５０から排水するとともに、後述する給水循環ノズル
２４から槽本体５０に再度上記液体を供給するための第１の排水口５５が設けられている
。
【００３３】
　また、槽本体５０の槽内の面である周状の側面５０ｓの任意の位置に、循環口５６が設
けられている。循環口５６から排出された槽本体５０に供給された洗浄液、水、消毒液等
は、図示しない接続チューブを介して内視鏡１００の内部に具備された各管路に供給され
る。尚、循環口５６には、洗浄液等を濾過するメッシュフィルタが設けられていても良い
。
【００３４】
　尚、上述した循環口５６は、槽本体５０の底面５０ｔに設けられていてもよい。循環口
５６が槽本体５０の底面５０ｔに設けられていれば、内視鏡１００の各管路への、洗浄液
、水、消毒液等の供給タイミングを早めることができる。さらに、ユーザが循環口５６に
設けられたメッシュフィルタ等を交換するに際し、底面に設けられていると、操作者がア
プローチしやすくなるといった利点がある。
【００３５】
　洗浄消毒槽４の槽本体５０には、さらに、図示しない超音波振動子や温度センサが配設
されており、槽本体５０の底面５０ｔの略中央部に、洗浄ケース６が配設されている。こ
の超音波振動子は、洗浄消毒槽４に貯留される洗浄水、或いは水道水に振動を与えて、内
視鏡１００の外表面を超音波洗浄、或いは濯ぐものである。また、温度センサは、洗浄消
毒槽４に供給された消毒液の温度を検出するものである。
【００３６】
　洗浄ケース６には、内視鏡１００の各スコープスイッチ等のボタン類等、内視鏡１００
に併設されている取り外し可能な部品が収容される。その結果、各ボタン類及び取り外し
た部品は、内視鏡１００と一緒に洗浄、消毒される。
【００３７】
　槽本体５０の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供給された洗浄液、水、消毒液
等の水位を検出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。　
　テラス部５１のテラス面５１ｔ以外の面、即ち槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、
槽本体５０に対し、洗剤タンク１１ａから、図示しない洗剤用ポンプにより、水道水によ
り所定の濃度に希釈された洗浄剤を供給するための洗剤ノズル２２及び、図示しない消毒
液タンクから、図示しない供給用ポンプにより、消毒液を供給するための消毒液ノズル２
３が配設されている。
【００３８】
　さらに、テラス部５１の槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、槽本体５０に対し、給
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水するための、または槽本体５０の第１の排水口５５から排出した洗浄液、水、消毒液等
を、再度槽本体５０に供給するための給水循環ノズル２４が配設されている。尚、洗剤ノ
ズル２２、消毒液ノズル２３及び給水循環ノズル２４は、テラス面５１ｔに配設されてい
ても良い。
【００３９】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔの操作者近接位置４ｋに対向する側の面５１ｆに
、内視鏡１００の内部に具備された内視鏡管路に、洗浄液、水、アルコール、消毒液、ま
たはエア等を供給するための複数、ここでは２つの送気送水／鉗子口用ポート３３と、鉗
子起上用ポート３４と、漏水検知用ポート３５とが配設されている。
【００４０】
　次に、トップカバー３の構成について、図３～図５を用いて説明する。図３は、図１の
トップカバーを拡大して概略的に示す斜視図、図４は、図３のトップカバーの内部の収容
部に出し入れ自在なガスフィルタユニットを拡大して示す斜視図、図５は、図３中のV-V
線に沿うトップカバーの断面図である。
【００４１】
　図５に示すように、トップカバー３は、例えば透明な耐薬品性を有する樹脂から構成さ
れた複数の板状部材３ｇから、内部に空間２００を有するとともに、上面３ｊが平坦な面
となるように形成されている。
【００４２】
　尚、トップカバー３の内部に空間２００が形成したのは、トップカバー３を耐衝撃性が
弱く軽い樹脂から構成したとしてもトップカバー３の強度を向上させるためである。尚、
トップカバー３を構成する板状部材３ｇは、軽量かつ耐薬品性を有する透明部材であれば
、樹脂に限定されない。また、透明部材でなくともよい。
【００４３】
　また、トップカバー３の底面３ｔに、空間２００に連通する開口３ｋが形成されており
、該開口３ｋに、液体を通過させずに気体を通過させる、例えばゴアテックス（登録商標
）等の気体通過部材６５が設けられている。この気体通過部材６５により、トップカバー
３を装置本体２に対して閉成して洗浄消毒工程を行った際、洗浄消毒槽４内の液体が空間
２００に進入してしまうことがない。また、トップカバー３の底面３ｔに、上述したシー
ル部材６０が平面視した状態で周状に形成されている。
【００４４】
　さらに、図３、図５に示すように、トップカバー３に、該トップカバー３の空間２００
に対し出し入れ自在なガスフィルタであるガスフィルタユニット７０が設けられている。
即ち、空間２００は、ガスフィルタユニット７０の収容部を構成している。よって、以下
、空間２００は、収容部２００として示す。
【００４５】
　ガスフィルタユニット７０は、本実施の形態における内視鏡の洗浄消毒に用いる部材で
あり、洗浄消毒工程中に、例えば消毒液から蒸気化した洗浄消毒槽４中の気体通過部材６
５を介して収容部２００に進入してきたガスＧ中の臭気を取り除いて洗浄消毒装置１外に
排出するものである。
【００４６】
　ガスフィルタユニット７０は、図４に示すように、フィルタケース７１と、該フィルタ
ケース７１に収容自在な、例えば活性炭がスポンジの中に設けられることにより構成され
たフィルタ本体７３と、蓋体７２とにより主要部が構成されている。
【００４７】
　ガスフィルタユニット７０は、収容部２００に収容された際、トップカバー３の上面３
ｊと蓋体７２の上面７２ｊとが略同一平面となるように収容される。即ち、収容部２００
内にガスフィルタユニット７０を収容した際、ガスフィルタユニット７０は、トップカバ
ー３と一体的に設けられる。
【００４８】
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　フィルタケース７１は、フィルタ本体７３を保持するものであり、側面に、内部にガス
Ｇを取り入れる用の図示しない孔が形成されている。また、フィルタ本体７３は、収容部
２００に進入してきたガスＧ中の臭気を取り除くものであり、蓋体７２は、フィルタケー
ス７１に対して開閉自在なものである。
【００４９】
　尚、通常、フィルタ本体７３を交換する際は、フィルタユニット７０を収容部２００か
ら取り出した後、蓋体７２を開成して行うが、収容部２００にフィルタユニット７０が収
容された状態においても、蓋体７２を開成することにより、フィルタ本体７３を容易に交
換することができる。
【００５０】
　また、蓋体７２に、複数の貫通孔７２ｈが形成されている。貫通孔７２ｈは、図１に示
すようにフィルタケース７１に対して蓋体７２が閉成されている際、図５に示すように、
フィルタ本体７３によって臭気が取り除かれたガスＧを、洗浄消毒装置１外に排出するも
のである。
【００５１】
　このようなトップカバー３の構成によれば、装置本体２に対しトップカバー３を閉成し
て洗浄消毒工程、特に消毒工程を行っている際、洗浄消毒槽４中の消毒液から蒸気化した
ガスＧは、図５に示すように、気体通過部材６５を介して、収容部２００に進入した後、
フィルタケース７１に形成された孔を介してフィルタ本体７３に進入し、該フィルタ本体
７３によって、臭気が取り除かれた後、蓋体７２の貫通孔７２ｈから、洗浄消毒装置１外
に排出される。
【００５２】
　このように、本実施の形態においては、トップカバー３の板状部材３ｇは、軽量かつ透
明な樹脂から構成されているとともに、板状部材３ｇからトップカバー３の内部に収容部
２００が形成されていると示した。また、トップカバー３の上面３ｊは、平坦な面に形成
されていると示した。
【００５３】
　また、収容部２００に、ガスフィルタユニット７０が出し入れ自在であるとし、ガスフ
ィルタユニット７０が収容部２００に収容され、フィルタケース７１に蓋体７２が閉成さ
れた際、トップカバー３の上面３ｊと蓋体７２の上面７２ｊとが略同一平面となると示し
た。
【００５４】
　このことによれば、従来の構成のように、板状の樹脂から構成されたトップカバー３の
外周部に金属枠を設けることなく、トップカバー３の強度を向上させることができること
から、トップカバー３の軽量化を図ることができるとともに、従来、トップカバー３の上
面３ｊに別体として設けていたガスフィルタユニット７０を、収容部２００に収容するこ
とができることから、収容部２００を有効利用することができる他、トップカバー３の上
面３ｊを平坦化することができる。即ち、上面３ｊの清掃性が向上する。
【００５５】
　以上から、トップカバー３の内部に形成された収容部となる空間２００を有効利用でき
る構成を具備する洗浄消毒装置１を提供することができる。
【００５６】
　尚、本実施の形態においては、収容部２００にガスフィルタユニット７０が出し入れ自
在であると示したが、これに限らず、洗浄消毒槽４内に供給された消毒液の温度が低下す
るのを防止する断熱材が収容部２００に設けられていても構わないということは勿論であ
る。
【００５７】
（第２実施の形態）
　図６は、本実施の形態の洗浄消毒装置におけるトップカバーを拡大して概略的に示す斜
視図、図７は、図６中のVII-VII線に沿うトップカバー及び装置本体の一部の断面図であ
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る。
【００５８】
　この第２実施の形態の洗浄消毒装置の構成は、上述した図１～図５に示した第１実施の
形態の洗浄消毒装置と比して、トップカバー３の内部に２つの空間を設けた点が異なる。
よって、この相違点のみを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、そ
の説明は省略する。
【００５９】
　図６、図７に示すように、トップカバー３は、例えば透明な耐薬品性を有する樹脂から
構成された複数の板状部材３ｇから、内部に空間２００ａ、２００ｂを有するとともに、
上面３ｊが平坦な面となるように形成されている。尚、本実施の形態においても、トップ
カバー３を構成する板状部材３ｇは、軽量かつ耐薬品性を有する部材であれば、透明な樹
脂に限定されない。
【００６０】
　さらに、図６、図７に示すように、トップカバー３に、該トップカバー３の空間２００
ｂに対し出し入れ自在なガスフィルタユニット７０が設けられている。即ち、空間２００
ｂは、ガスフィルタユニット７０の収容部を構成している。よって、以下、空間２００ｂ
は、収容部２００ｂとして示す。
【００６１】
　また、図６、図７に示すように、トップカバー３の空間２００ａに、該空間２００ａに
対して出し入れ自在な内視鏡の洗浄消毒に用いる部材である洗浄チューブ１１０や、フィ
ルタ本体７３の予備フィルタ１２０等が出し入れ自在となっている。即ち、空間２００ａ
は、内視鏡の洗浄消毒に用いる部材の収容ケースを構成している。よって、以下、空間２
００ａを収容部２００ａとして示す。
【００６２】
　尚、収容部２００ａに収容される物は、洗浄チューブ１１０や予備フィルタ１２０に限
定されず、内視鏡の洗浄消毒に用いる部材であって、空間２００ａに収容可能なものであ
れば、何であっても構わない。また、収容部２００ａと収容部２００ｂとは、板状部材３
ｇにより連通していないことから、ガスＧが、収容部２００ａに進入してしまうことがな
い。
【００６３】
　また、トップカバー３の上面３ｊには、収容部２００ａに対し、洗浄チューブ１１０や
予備フィルタ１２０等を出し入れ自在とする開閉自在な蓋体８０が設けられている。蓋体
８０の上面８０ｊには、該蓋体８０の開閉がしやすいよう、取手８１が設けられており、
蓋体８０は、ユーザにより取手８１が把持されて閉成された際、トップカバー３の上面３
ｊと蓋体８０の上面８０ｊとが略同一平面となるように形成されている。
【００６４】
　このように、本実施の形態においては、トップカバー３の内部に、収容部２００ａ、２
００ｂを設け、収容部２００ｂに、ガスフィルタユニット７０が収容されるとともに、収
容部２００ａが洗浄消毒に用いる部材の収容ケースを構成していると示した。
【００６５】
　このことによれば、上述した第１実施の形態よりも、トップカバー３の内部に形成され
た収容部となる空間２００ａ、２００ｂをより有効利用できる構成を具備する洗浄消毒装
置１を提供することができる。尚、その他の効果は、上述した第１実施の形態と同様であ
る。
【００６６】
（第３実施の形態）
　図８は、本実施の形態の洗浄消毒装置におけるトップカバーを拡大して概略的に示す斜
視図、図９は、図８中のIX-IX線に沿うトップカバー及び装置本体の一部の断面図である
。
【００６７】
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　この第３実施の形態の洗浄消毒装置の構成は、上述した図１～図５に示した第１実施の
形態の洗浄消毒装置と比して、トップカバー３の内部の空間に洗剤ボトル、アルコールボ
トル、薬液ボトル、排出管路、吸引ポンプを設けた点が異なる。よって、この相違点のみ
を説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【００６８】
　図８、図９に示すように、トップカバー３は、例えば透明な耐薬品性を有する樹脂から
構成された複数の板状部材３ｇから、内部に収容部２００を有するとともに、上面３ｊが
平坦な面となるように形成されている。尚、本実施の形態においても、トップカバー３を
構成する板状部材３ｇは、軽量かつ耐薬品性を有する部材であれば、透明な樹脂に限定さ
れない。
【００６９】
　さらに、図８、図９に示すように、トップカバー３に、該トップカバー３の収容部２０
０に対し出し入れ自在な内視鏡の洗浄消毒に用いる部材である洗剤ボトル９１、消毒液ボ
トル９２、アルコールボトル９３が設けられているとともに、内視鏡の洗浄消毒に用いる
部材である排出管路９５、吸引ポンプ９６が設けられている。
【００７０】
　洗剤ボトル９１には、洗浄剤が注入されており、消毒液ボトル９２には、消毒液Ｍが注
入されており、アルコールボトル９３には、アルコールが注入されている。よって、洗剤
ボトル９１は、上述した第１実施の形態に示した洗剤タンク１１ａ（図１参照）と同じ構
成を有しており、消毒液ボトル９２は、上述した第１実施の形態に示した薬液ボトル１２
ａ（図１参照）と同じ構成を有しており、アルコールボトル９３は、上述した第１実施の
形態に示したアルコールタンク１１ｂ（図１参照）と同じ構成を有している。
【００７１】
　また、各ボトル９１～９３に、排出管路９５の一端がそれぞれ接続されている。排出管
路９５の各他端は、トップカバー３を装置本体２に閉成した際、洗浄消毒槽４に対して対
向するようトップカバー３の底面３ｔから開口されている。即ち、各ボトル９１～９３に
注入された各種液体は、後述する吸引ポンプ９６の駆動により、排出管路９５を介して、
洗浄消毒槽４へ供給される。
【００７２】
　各排出管路９５の中途位置に、各ボトル９１～９３から、洗浄消毒槽４に各種液体を送
液する用の吸引ポンプ９６がそれぞれ設けられている。尚、排出管路９５の中途位置には
、吸引ポンプ９６の代わりに、図示しない弁が設けられていても構わない。
【００７３】
　尚、排出管路９５は、１本の管路から構成されていても構わない。この場合、排出管路
９５の中途位置に、吸引ポンプ９６を設けるとともに、１本の管路から各ボトル９１～９
３へと分岐する管路にそれぞれ弁を設け、各弁による切り換えにより、各種液体をそれぞ
れ洗浄消毒槽４へ供給しても構わない。
【００７４】
　このように、本実施の形態においては、トップカバー３の内部の収容部２００に、洗剤
ボトル９１、消毒液ボトル９２、アルコールボトル９３が出し入れ自在であると示した。
【００７５】
　このことによれば、各ボトル９１～９３を装置本体２に設ける必要がなくなることから
、装置本体２を小型化できる他、トップカバー３の内部に形成された収容部２００を有効
利用できる構成を具備する洗浄消毒装置１を提供することができる。尚、その他の効果は
、上述した第１実施の形態と同様である。
【００７６】
　尚、以下、変形例を示す。本実施の形態においては、収容部２００に、洗剤ボトル９１
、消毒液ボトル９２、アルコールボトル９３、排出管路９５、吸引ポンプ９６が設けられ
ていると示したが、これに加え、上述した第１実施の形態に示したガスフィルタユニット
７０が出し入れ自在であっても構わないし、上述した第２実施の形態に示した洗浄消毒に
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用いる部材の収容ケースが構成されていても構わないということは勿論である。
【００７７】
　また、本実施の形態においては、収容部２００に、吸引ポンプ９６が設けられていると
示したが、これに限らず、吸引ポンプは、装置本体２に設けられているポンプを兼用して
も構わない。
【００７８】
　さらに、本実施の形態においては、収容部２００に、洗剤ボトル９１、消毒液ボトル９
２、アルコールボトル９３が設けられていると示したが、これに限らず、洗剤ボトル９１
と、消毒液ボトル９２と、アルコールボトル９３との少なくとも１つが設けられていても
構わない。この場合、排出管路９５、吸引ポンプ９６は、少なくとも１つのボトルから液
体を、洗浄消毒槽４に供給する。
【００７９】
（第４実施の形態）
　図１０は、本実施の形態の洗浄消毒装置におけるトップカバー及び装置本体の一部の断
面図である。
【００８０】
　この第４実施の形態の洗浄消毒装置の構成は、上述した図１～図５に示した第１実施の
形態の洗浄消毒装置と比して、トップカバー３の内部の空間が液体の収容部となっている
点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符
号を付し、その説明は省略する。
【００８１】
　図１０に示すように、トップカバー３に、該トップカバー３の内部の収容部２００に、
液体である水道水Ｓを供給する第１の管路１４２が設けられているとともに、収容部２０
０から水道水Ｓを洗浄消毒槽４へ供給する第２の管路１４３が設けられている。
【００８２】
　第１の管路１４２の一端は、収容部２００に開口されており、他端は、水道栓１４７に
接続されている。尚、第１の管路１４２の中途位置に、給水弁１４５が設けられている。
また、収容部２００に、第２の管路１４３を開閉する弁１４６も設けられている。よって
、本実施の形態においては、収容部２００は、水道水Ｓの予備タンクとして機能する。
【００８３】
　このように、本実施の形態においては、トップカバー３の収容部２００に水道水Ｓを供
給すると示した。即ち、収容部２００は、水道水Ｓの予備タンクとして機能すると示した
。
【００８４】
　このことによれば、通常、洗浄消毒槽４は、例えば１５～１８リットルを有しているた
め、洗浄消毒槽４に水道水を供給するのには時間がかかるが、本実施の形態によれば、水
道水の供給を用いない工程、例えば洗浄液を用いた洗浄工程中や、消毒液に浸漬させる消
毒工程中に、給水弁１４５を開成するとともに弁１４６を閉成して、水道栓１４７から収
容部２００に水道水Ｓを供給し、収容部２００に水道水Ｓを蓄えておくことができる。
【００８５】
　よって、例えば消毒工程終了後、濯ぎのため、洗浄消毒槽４に水道水Ｓを供給する場合
には、弁１４６を開成することにより、第２の管路１４３から収容部２００に蓄えておい
た水道水Ｓを供給することができることから、従来よりも洗浄消毒槽４への水道水の供給
時間を短縮することができる。尚、このことは、洗浄消毒装置１を、水道栓１４７からの
水道水Ｓの供給量が低い施設において使用する場合において特に有効である。
【００８６】
　以上より、トップカバー３の内部に形成された収容部となる空間２００を有効利用でき
る構成を具備する洗浄消毒装置１を提供することができる
　尚、本実施の形態においては、収容部２００に、水道水Ｓを供給すると示したが、これ
に限らず、消毒液Ｍや、アルコール、洗浄液を供給してもよい。即ち、収容部２００は、
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消毒液Ｍや、アルコール、洗浄液の予備タンクとして機能しても良いことは勿論である。
【００８７】
　また、本実施の形態においても、収容部２００に、上述した第１実施の形態に示したガ
スフィルタユニット７０が出し入れ自在であっても構わないし、上述した第２実施の形態
に示した洗浄消毒に用いる部材の収容ケースが構成されていても構わないということは勿
論である。
【００８８】
　また、以下、変形例を図１１、図１２を用いて示す。図１１は、トップカバーの収容部
から液体を洗浄消毒槽に排出してトップカバーを開成させた状態を概略的に示す洗浄消毒
装置の図、図１２は、図１１のトップカバーの収容部に液体を供給してトップカバーを閉
成させる状態を概略的に示す洗浄消毒装置の図である。
【００８９】
　本実施の形態においては、トップカバー３の内部の収容部２００に、水道水Ｓを供給す
ると示した。このことを用いてトップカバー３の開閉を自動的に行っても構わない。
【００９０】
　具体的には、図１１、図１２に示すように、トップカバー３は、装置本体２に対し、蝶
番１４１及びバネ１４０を介して開閉自在に接続されている。尚、バネ１４０は、常にト
ップカバー３を装置本体２に対して開成させるよう機能する。
【００９１】
　このような構成によれば、一方、トップカバー３を開成させる際は、図１１に示すよう
に、収容部２００内の水道水Ｓを、第２の管路１４３から洗浄消毒槽４に排出するのみで
、即ち、収容部２００を空の状態にするのみで、バネ１４０により、トップカバー３は開
成する。
【００９２】
　他方、トップカバー３を閉成させる際は、図１２に示すように、第１の管路１４２を介
して装置本体２に水道水Ｓを供給するのみで、水道水Ｓの自重により、バネ１４０の作用
に反してトップカバー３は閉成する。
【００９３】
　よって、収容部２００内の水道水Ｓの有無により、トップカバー３の開閉を自動的に行
う構成を提供することができる。このことから、通常、洗浄消毒装置１においては、トッ
プカバー３の開成は、ユーザの踏み込み操作によるペダルスイッチ１４により行い、閉成
は、ユーザの手により行っていることにより、閉成の際は、手袋に付着した汚れがトップ
カバー３に付着することがないよう、手袋を脱いで行っていたが、本構成によれば、収容
部２００への水道水Ｓの供給により閉成を行うことができることから、トップカバー３の
閉成を容易に行うことができる。
【００９４】
　尚、本構成においても、水道水Ｓに限らず、他の液体、例えば洗浄液、消毒液Ｍ、アル
コールであっても同様の効果を得ることができる。
【００９５】
　また、上述した第１～第４実施の形態においては、被洗浄消毒物は、内視鏡を例に挙げ
て示したが、内視鏡以外のものであっても構わないということは勿論である。
【００９６】
　ところで、通常、洗浄消毒装置においては、図１、図２に示すように、トップカバー３
は、装置本体２に対して、操作者近接位置４ｋ（図２参照）に対向する側に設けられた図
示しない蝶番、バネを介して、操作者近接位置４ｋ側に位置するユーザ対して、開成の際
、トップカバー３の底面３ｔが対向するよう開閉する（以下、縦方向Ｑに開閉すると称す
）構成を有している。
【００９７】
　しかしながら、縦方向Ｑのみに開閉する構成では、トップカバー３の開閉方向によって
、洗浄消毒装置の配置方向が制限されるため、洗浄消毒装置を配置する部屋の形状によっ
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ては、洗浄消毒装置に対する作業性が低下してしまうといった問題があった。以下、この
ような問題を解決する構成を図１３に示す。図１３は、トップカバーの開閉方向を図１、
図２とは異なる方向とした構成を概略的に示す部分斜視図である。
【００９８】
　図１３に示すように、トップカバー３を、縦方向Ｑの開閉のみならず、操作者近接側４
ｋと該近接側４ｋに対向する側（以下、離間側と称す）４ｔとを結ぶ方向に垂直な操作者
近接側４ｋからみた左側４ｌと右側４ｒとを結ぶ方向に、既知の構成を用いて開閉自在（
以下、横方向Ｒの開閉と称す）としても構わない。
【００９９】
　このような構成によれば、トップカバー３は、縦方向Ｑのみならず、横方向Ｒにも開閉
することができることから、洗浄消毒装置の配置位置が制限されなくなり、洗浄消毒装置
に対する作業性が向上する。
【０１００】
　ところで、一般に、内視鏡１００を用いる検査室においては、内視鏡１００を用いて各
種検査や処置を行う検査領域と、洗浄消毒後の内視鏡１００の外表面の水滴を拭き取った
り保管したりする清潔領域との間位置に、洗浄消毒装置を載置するのが一般的である。こ
れは、処置等に使用中の内視鏡１００を清潔領域に載置してしまうことを防止するためで
ある。
【０１０１】
　しかしながら、トップカバー３は、一般に、上述した縦方向Ｑにおいて、一方向にしか
開閉しないことから、トップカバー３の上面に設けられた取手を用いてトップカバー３の
開閉を行う際、使用後の内視鏡１００を洗浄消毒槽４に収容するためトップカバー３を開
閉させる場合と、洗浄消毒後の内視鏡１００を取り出すためにトップカバー３を開閉させ
る場合とで、ユーザは同じ取手を把持しなくてはならないといった問題があった。
【０１０２】
　よって、使用後の内視鏡１００を洗浄消毒槽４に収容するためトップカバー３を開閉さ
せる場合は、ユーザは、取手に汚れが付着することがないよう、手袋を外す必要があり、
大変煩雑であるといった問題があった。よって、使い勝手の良い洗浄消毒装置が望まれて
いた。
【０１０３】
　以下、このような問題を解決できる構成を、図１４に示す。図１４は、トップカバーを
縦方向において両開きにした構成を示す図である。
【０１０４】
　図１４に示すように、洗浄消毒装置１は、検査領域Ｄと、清潔領域Ｃとの間の位置にお
いて、例えば操作者近接側４ｋが検査領域Ｄを指向するとともに、離間側４ｔが清潔領域
Ｃを指向するように設けられている。
【０１０５】
　尚、検査領域Ｄには、内視鏡１００を用いて検査を行う用の検査台１５１が設けられて
おり、清潔領域Ｃには、洗浄消毒後の内視鏡１００が載置される拭き取り台１５２が設け
られている。
【０１０６】
　また、トップカバー３の上面３ｊにおいて、操作者近接側４ｋの端部に取手１０３が設
けられており、離間側４ｔの端部に取手１０４が設けられている。また、トップカバー３
は、縦方向Ｑにおいて、検査領域Ｄ側からでも清潔領域Ｃ側からでも、開成の際にトップ
カバー３の底面３ｔをユーザが見ることができるように、両方向に、既知の構成により開
閉自在となっている。
【０１０７】
　このような構成によれば、ユーザは、使用後の内視鏡１００を洗浄消毒槽４に収容する
ためトップカバー３を開閉させる場合は、検査領域Ｄ側から取手１０３を把持してトップ
カバー３を開閉させ、洗浄消毒後の内視鏡１００を取り出すためにトップカバー３を開閉



(13) JP 5231027 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

させる場合は、清潔領域Ｃ側から取手１０４を把持してトップカバー３を開閉させること
から、使用後の内視鏡１００を洗浄消毒槽４に収容するためトップカバー３を開閉させる
場合と、洗浄消毒後の内視鏡１００を取り出すためにトップカバー３を開閉させる場合と
で、ユーザは同じ取手を把持しなくて良くなる。以上から、使い勝手の良い洗浄消毒装置
１を提供することができる。
【０１０８】
　ところで、従来、トップカバー３が１枚の透明な樹脂等から平板状に形成されている場
合においては、トップカバー３の閉成後、洗浄消毒装置に設けられた、例えば既知の洗浄
ブラシ自動挿入装置や液体供給装置を用いて内視鏡管路の洗浄消毒を自動的に行う際、内
視鏡の挿入部の先端まで洗浄ブラシのブラシ部が突出しているかを、ユーザはトップカバ
ーを介して目視で確認することにより、処置具挿通用管路全体が確実に擦り洗いされたか
を確認することができる。
【０１０９】
　さらに、内視鏡管路の口金に液体供給装置の供給ノズルが確実に装着されているかをユ
ーザはトップカバーを介して目視で確認することにより、内視鏡管路に洗浄液、消毒液、
濯ぎ水、アルコールが確実に供給されていることを確認することができる。
【０１１０】
　しかしながら、上述した第１～第４実施の形態に示したように、トップカバー３の内部
に収容部２００を設けると、トップカバーを構成する透明な板状部材３ｇは積層されてし
まうことから透明度が下がるため、トップカバー３を装置本体２に対して閉成した際、ユ
ーザは、トップカバー３を介して、洗浄消毒槽４内を目視し難くなってしまうといった問
題があった。
【０１１１】
　よって、この場合、洗浄消毒槽４内を確認するには、ユーザは、トップカバー３を開成
させたり、トップカバー３に目を近付けて、確認部位を確認したりしなければならず、大
変煩雑であるといった問題があった。
【０１１２】
　以下、このような問題を解決する構成を、図１５～図１７に示す。図１５は、トップカ
バーの底面に光源を設けた例を概略的に示す洗浄消毒装置の斜視図、図１６は、トップカ
バーの底面における内視鏡挿入部先端側及び内視鏡管路の口金に対向する位置に、光源及
びカメラを設けた例を概略的に示す図、図１７は、挿入部先端側から洗浄ブラシのブラシ
部を突出させた状態におけるカメラ画像と比較画像とを対比して示す図である。
【０１１３】
　図１５に示すように、トップカバー３の底面３ｔに、例えばＬＥＤから構成された光源
１６０が設けられていても構わない。このことによれば、通常、トップカバー３開成の際
は、開成後のトップカバー３が影となってしまい、洗浄消毒槽４内が暗くなって見難くな
ってしまうが、光源１６０から照明光を照射することにより、トップカバー３開成の際に
おいても、洗浄消毒槽４内を確実に観察することができる。
【０１１４】
　また、トップカバー３閉成の際も、例えば、内視鏡１００の挿入部の先端部や口金が設
けられた部位を、光源１６０は照明することから、ユーザは、トップカバー３を介した注
目部位の目視観察が行いやすくなる。
【０１１５】
　さらに、図１６に示すように、トップカバー３の底面３ｔにおいて、洗浄消毒槽４に内
視鏡１００をセットし、トップカバー３を閉成した際、内視鏡挿入部先端側１００ｓに対
向する位置１６７、及び内視鏡管路の口金１６５に対向する位置１６８に、カメラ１７１
及び光源１７２を設けても良い。
【０１１６】
　このことによれば、光源１７２により照明され、カメラ１７１により撮像された内視鏡
挿入部先端側１００ｓの画像及び内視鏡口金１６５の画像を、トップカバー３を介して目
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視しなくともモニタ等からユーザは確認することができることから、洗浄ブラシのブラシ
部１８０が挿入部先端側１００ｓから突出しているか、または口金１６５に供給ノズルが
確実に装着されているかを、より確実に観察しやすくなる。
【０１１７】
　尚、この場合、ブラシ部１８０が、挿入部の先端側１００ｓから突出したことをカメラ
１７１が撮像した場合には、装置本体２から音や光を発生することにより、ユーザにモニ
タを観察するよう警告する構成を装置本体２は有していても構わない。
【０１１８】
　また、装置本体２は、カメラ１７１で撮像した画像を、ＬＡＮ等を用いて外部装置に転
送する機能を有していても構わない。このことによれば、ユーザは、洗浄消毒装置１が載
置されている場所とは別の場所にいたとしても、観察画像を確認することができる。
【０１１９】
　さらに、装置本体２は、カメラ１７１で撮像した画像を録画する機能を有していても構
わない。この場合録画した画像を用いて、ユーザは、洗浄消毒履歴の管理を行うことがで
きる。尚、カメラ１７１を用いて録画する画像は、静止画であっても動画であってもどち
らでも構わない。
【０１２０】
　また、装置本体２は、内部に有する図示しないメモリに、挿入部の先端側１００ｓから
汚れが付着していない状態における洗浄ブラシのブラシ部１８０を突出させた状態の画像
を比較画像１９７として記憶しておき、現在撮影中の挿入部の先端側１００ｓからブラシ
部１８０を突出させたカメラ画像１９８と比較画像１９７とを装置本体２が具備する制御
部が比較することにより、カメラ画像１９８においてブラシ部１８０に汚れ１８５が付着
していないか否かを判定し、汚れ１８５が付着している場合には、再度、処置具挿通管路
に対する洗浄ブラシを用いた擦り洗いを行うよう制御しても構わない。
【０１２１】
　また、カメラ１７１に限らず、図１６に示すように、トップカバー３の上述した位置１
６７、１６８に、レンズ１７０を設けても構わない。尚、レンズ１７０は、例えば該当部
位の樹脂材をトップカバー３の厚さ方向に厚く形成することにより形成される。このこと
によれば、洗浄消毒槽４内の注目部位を、ユーザは、トップカバー３を介した目視の際、
レンズ１７０を用いて拡大観察することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】第１実施の形態を示す洗浄消毒装置の斜視図。
【図２】図１のトップカバーが開放され、洗浄消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す洗
浄消毒装置の斜視図。
【図３】図１のトップカバーを拡大して概略的に示す斜視図。
【図４】図３のトップカバーの内部の収容部に出し入れ自在なガスフィルタユニットを拡
大して示す斜視図。
【図５】図３中のV-V線に沿うトップカバーの断面図。
【図６】第２実施の形態の洗浄消毒装置におけるトップカバーを拡大して概略的に示す斜
視図。
【図７】図６中のVII-VII線に沿うトップカバー及び装置本体の一部の断面図。
【図８】第３実施の形態の洗浄消毒装置におけるトップカバーを拡大して概略的に示す斜
視図。
【図９】図８中のIX-IX線に沿うトップカバー及び装置本体の一部の断面図。
【図１０】第４実施の形態の洗浄消毒装置におけるトップカバー及び装置本体の一部の断
面図。
【図１１】トップカバーの収容部から液体を洗浄消毒槽に排出してトップカバーを開成さ
せた状態を概略的に示す洗浄消毒装置の図。
【図１２】図１１のトップカバーの収容部に液体を供給してトップカバーを閉成させる状



(15) JP 5231027 B2 2013.7.10

10

20

30

態を概略的に示す洗浄消毒装置の図。
【図１３】トップカバーの開閉方向を図１、図２とは異なる方向とした構成を概略的に示
す部分斜視図。
【図１４】トップカバーを縦方向において両開きにした構成を示す図。
【図１５】トップカバーの底面に光源を設けた例を概略的に示す洗浄消毒装置の斜視図。
【図１６】トップカバーの底面における内視鏡挿入部先端側及び内視鏡管路の口金に対向
する位置に、光源及びカメラを設けた例を概略的に示す図。
【図１７】挿入部先端側から洗浄ブラシのブラシ部を突出させた状態におけるカメラ画像
と比較画像とを対比して示す図。
【符号の説明】
【０１２３】
　１…洗浄消毒装置（内視鏡洗浄消毒装置）
　２…装置本体
　３…トップカバー（蓋体）
　４…洗浄消毒槽
　４ｓ…収容口
　７０…ガスフィルタユニット
　９１…洗剤ボトル
　９２…消毒液ボトル
　９３…アルコールボトル
　９５…排出管路
　９６…吸引ポンプ
　１００…内視鏡（被洗浄消毒物）
　１４２…第１の管路
　１４３…第２の管路
　２００…収容部（空間）
　２００ａ…収容部（空間）
　２００ｂ…収容部（空間）
　Ｇ…ガス
　Ｍ…消毒液
　Ｓ…水道水（液体）
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